
　ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト『人事・人材開発２級』初版（平

成19年７月９日発行）の記載内容につき、関係法令等の改正が行われたため、

記述の一部を変更いたします。「326頁～331頁」（高齢者医療制度の創設、政

府管掌健康保険の改編）および「342頁～346頁」（雇用保険法の改正）を次頁

以下のように差し替えてください。

追　　　　　補
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（２）健康保険
①　制度の概要

公的健康保険制度は就労形態の違いによって、サラリーマンが加入す

る被用者保険（職域保険）と、自営業者・サラリーマンOBなどが加入

する国民健康保険（地域保険）に大別される。

さらに被用者保険は、企業のサラリーマンが加入する「組合管掌健康

保険（組合健保）」と「政府管掌健康保険（政管健保）」（2008年10月か

ら全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ））、公務員が加入する「共

済組合」などに分かれている。また、75歳以上の高齢者になると「老人

遺族厚生
年金

①在職中に死亡するか、在職中に
初診日のある病気・けががもとで
初診日から 年以内に死亡したと
き、②１・２級の障害厚生年金を
受けられる者が死亡したとき、ま
たは③老齢厚生年金の資格期間を
満たしている人が死亡したとき
に、その者に生計を維持されてい
た子（注）のある妻、またはその
子に支給される。ただし、①につ
いては、死亡日前の被保険者期間
の３分の２以上は保険料納付済期
間または免除期間であることが必
要である（死亡日が平成 年４月
１日以前にある死亡の場合は死亡
日の前々月以前直近の１年間に滞
納がなければよい）。
上記の要件のある者が死亡した場合
に、子のない妻、 歳以上の夫・父
母・祖父母（支給開始は 歳）また
は孫（注）に厚生年金保険から独自
支給される。

 　遺族厚生年金の額は、次のとおりで
ある。
　 （①平成 年３月以前の被保険者期間
分）＋（②平成 年 月以降の被保険
者期間分）×３／４

①平均標準報酬月額× . ／
　×平成 年３月以前の被保険者月数
②平均標準報酬額× . ／
　×平成 年 月以降の被保険者月数
 　老齢厚生年金を受給中あるいは受給
資格期間（原則 年以上）を満たして
いる昭和 年４月１日以前生まれの者
が死亡した場合
① 乗率 . ／ を生年月日に応じて
. ～ . ／ とする

② 乗率 . ／を生年月日に応じて .
～ . ／ とする。

脱退
一時金

６カ月以上の被保険者期間のある
外国人が、何の年金も受けないで
帰国したとき。（２年以内に請求）

被保険者期間により平均標準報酬額の
. ～ . カ月分。

注 ）子および孫は、 歳到達年度の末日までの間にある者または 歳未満で１・２級の障
害の状態にある者に限る。
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保健制度」（2008年４月以降は「後期高齢者医療制度」）が適用される。

「組合管掌健康保険（組合健保）」「政府管掌健康保険（政管健保）（注）」

「市町村国民健康保険」の現状を比較したのが図表５－４－ である。

組合健保 政管健保 市町村国保

保険者数
（平成 年３月末）

, 保険者
〔単一企業又は同種
同業の複数事業主
等により組織され
た健保組合が運営〕

１保険者
〔社会保険庁が

運営〕

, 保険者
〔市町村が運営〕

加入者数
（平成 年３月末）

, 万人
本人 , 万人　
家族 , 万人

, 万人
本人 , 万人　
家族 , 万人

, 万人

加入者数平均年齢
（平成 年度） . 歳

（ . 歳）
. 歳

（ . 歳）
. 歳

（ . 歳）
注１

老人加入割合
（平成 年３月末） . ％ . ％ . ％

注２

平均標準報酬月額
（平成 年度）

. 万円 . 万円 －

１世帯当たり
保険料定額
（平成 年度）

. 万円
（ . 万円）

. 万円
（ . 万円）

. 万円

注３

国庫負担
（医療分）

定額（予算補助）
給付費の . ％（老
健拠出金は . ％）

給付費等の ％

平成 年度予算 億円 , 億円 兆 億円

１人当たり診療費
（平成 年度） . 万円 . 万円 . 万円

注４

図表５－４－ 　健康保険の比較

注１）（　　）内は 歳以上の者を除いた場合。
注２） 歳以上の寝たきり老人を含む。
注３）政管健保、組合健保は１被保険者当たり。（　　）内は事業主負担分を含む。
注４）老人保健対象者を（国保は退職被保険者等も）除いた数値である。
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大きな違いは老人の加入割合であり、「組合健保」が2.10％と最も低く、

政管健保が4.60％でそれに続くが、市町村国保は24.20％と極端に高くな

っている。これが財政面に大きな影響を与え、１人当たり診療費の格差

に表れている。

さらに国民健康保険と健康保険（組合健保と政管健保（注））の給付

内容を整理したのが図表５－４－ であり、現金給付の部分に違いがあ

ることがわかる。

給付 国民健康保険（市町村） 健康保険

医
療
給
付

療養の給
付
訪問看護療
養費

３歳未満：８割　３歳以上 歳未満：７割　 歳以上：９割（現役並み所得者：７割）
※ 現役並み所得者とは、現役世代の平均的な課税所得（年 万円）と同程度の課税所得
を有する者

入院時食
事療養費

食事療養標準負担額：
　１食につき 円
低所得者で 日を超える入
院：
　１食につき 円

低所得者：
　１食につき 円
特に所得の低い低所得者（ 歳以上）：　１
食につき 円

入院時生
活療養費

生活療養標準負担額：
　 １食につき 円（食費）
　＋ 円（居住費）
特に所得の低い低所得者：
　 １食につき 円（食費）
　＋ 円（居住費）

低所得者：
　 １食につき 円（食費） 
＋ 円（居住費）
老齢福祉年金受給者：
　 １食につき 円（食費） 
＋０円（居住費）

※難病等の患者の負担は食事療養標準負担額

高額療養
費（自己
負担限度
額）

若齢者
（上位所得者）
　 , 円＋（医療費）×１％

（ , 円）
（一般）
　 , 円＋（医療費）×１％

（ , 円）
（低所得者）
　 , 円 （ , 円）
（括弧内の額は、４カ月目以降の多数該当）

高齢者
（現役並み所得者）
　入院／ , 円＋（医療費）×１％
　外来／ , 円
（一般）
　入院／ , 円　外来／ , 円
（低所得者）
　入院／ , 円　外来／ , 円
（低所得者のうち特に所得の低い者）
　入院／ , 円　外来／ , 円

図表５－４－ 　給付内容（国保との比較）
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②　政府管掌健康保険（政管健保）（注）

保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体を保険者と呼

ぶが、政府管掌健康保険では、文字どおり政府が、健康保険組合に加入

している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌する保険者であり、社

会保険庁が事業の運営を行っている。また、社会保険庁の出先機関には

地方社会保険事務局と社会保険事務所があり、適用事務、保険料徴収、

保険給付事務などを行う。

＜適用事業所＞

健康保険は、事業所を単位にして適用される。健康保険の適用を受け

る事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている

強制適用と、任意で加入する任意適用の２種類がある。

①　強制適用

強制適用事業所は、次のアまたはイに該当する事業所（事務所を

含む、以下同じ）で、法律により、事業主や従業員の意思に関係な

現
金
給
付

出産育児
一時金

給付内容は条例で定めるとこ
ろによる。
（ほとんどの保険者が 万円）

出産育児一時
金 被保険者又はその被扶養

者が出産した場合、 万
円を支給家族出産育児

一時金

葬祭費
埋葬料

給付内容は条例で定めるとこ
ろによる。
（１～５万円程度としている市
町村が多い。）
ほとんどの市町村が実施。

埋葬料
被保険者が死亡した場
合、遺族等に対し、定額
５万円を支給

家族
埋葬料

被扶養者が死亡した場
合、被保険者に対し、定
額５万円を支給

傷病
手当金

任意給付
（実施している市町村はない。）

被保険者が業務外の事由による療養のた
め労務不能となった場合、その期間中、
最長で１年６カ月、１日に付き標準報酬
日額の３分の２相当額を支給

出産
手当金

被保険者本人の産休中（出産日以前 日
から出産日後 日まで）の間、１日に付
き標準報酬日額の３分の２相当額を支給
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く、健康保険・厚生年金保険への加入が定められている。

ア 　次の事業を行い常時５人以上の従業員を使用する事業所──製

造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品

販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、

教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

イ 　国または法人の事業所──常時、従業員を使用する国、地方公

共団体または法人の事業所

②　任意適用

強制適用とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健

康保険・厚生年金保険の適用となった事業所が該当する。事業所で

使用される半数以上の者が適用事業所となることに同意し、事業主

が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になる

ことができ、使用されている者は全員が加入する。適用事業所にな

ると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになる。

また、被保険者の４分の３以上の者が適用事業所の脱退に同意した

場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け、適

用事業所を脱退することができる。

＜被保険者＞

適用事業所に使用されている者は、国籍・性別・年齢・賃金の額など

に関係なく次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者

となることができる。

①　適用除外

適用事業所に使用されていても、以下に該当する場合は、被保険

者になれない。このことを適用除外といい、該当する者は船員保険・

国民健康保険など他の医療保険に加入することになる。

ア　船員保険の被保険者

イ　所在地が一定しない事業所に使用される者

ウ　国民健康保険組合の事業所に使用される者

　　エ 　健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加
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入した者

②　被保険者（日雇特例被保険者）の扱い

なお被保険者のうち、次の者は被保険者（日雇特例被保険者）と

なる。

ア 　臨時に２カ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えな

い者

イ　臨時に日々雇用される者で１カ月を超えない者

ウ　季節的業務に４カ月を超えない期間使用される予定の者

エ 　臨時的事業の事業所に６カ月を超えない期間使用される予定の

者

この被保険者（日雇特例被保険者）は一般の被保険者とは少し扱

いが異なる。日雇労働者は、日々就労と失業を繰り返す者であるた

め、健康保険の適用事業所に雇い入れられた日は「日雇特例被保険

者」となり、それ以外の日は「日雇特例被保険者であった者」とな

る。このような就労特性から、日雇特例被保険者は被保険者資格と

いう形で構成しがたいため、一定要件を備えた場合に、一定期間、

保険給付を受けることができるとする「受給資格・受給期間」とい

う形で構成する。保険料の額とその納付方法は、月額ではなく標準

賃金日額方式を採用し、被保険者に支払われる賃金日額に応じて、

標準賃金日額を定め、保険料額や給付金額の基礎とする。

（注 ）政府管掌健康保険は、2008年10月から、新たに設立される全国健康保険協会

が国に代わって保険者となり、全国健康保険協会管掌健康保険（略称：協会け

んぽ）に移行する。都道府県単位の財政運営を基本とし、協会設立後１年以内

に都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定される。ただし、自

己負担の割合や保険給付の内容、保険事業の内容は、従来の政府管掌健康保険

と変わらない。

③　組合管掌健康保険（組合健保）

健康保険組合が保険者となり、その組合員である被保険者の健康保険

を管掌する。これを組合管掌健康保険といい、単一の企業が設立する組

合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがある。
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③　雇用保険

＜制度の概要＞

　事業主は、従業員を１人でも雇った場合は原則として強制的に「雇用

保険」に加入することとなっている。事業主が「雇用保険」に加入して

いないと、従業員が、万一、会社を退職して失業しても「失業給付」を

受けることができないことになるので、事業主の責任は大変重い。ただ

し、以下の労働者は雇用保険の対象にはならない。

　①　65歳に達した日以後新たに雇用される労働者

　②　短時間労働者であって季節的に雇用される労働者など

　③ 　４カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される労

働者

　④　船員保険に加入している労働者

　⑤ 　国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される労働者のうち、離

職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべ

き諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付および就職促進給付の内

容を超えると認められる者

　雇用保険制度では、図表５－４－ に示すように、労働者が失業して

その所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難とな

る事由が生じた場合および自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、

生活および雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。ま

た、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力

の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を実施

している。

　主な失業等給付の概要は図表５－４－ に示すとおりである。

　また、求職者給付における基本手当の所定給付日数（基本手当の支給

を受けることができる日数）は、離職の日における年齢、雇用保険の被

保険者であった期間および離職の理由などによって、図表５－４－ の

とおり定められている。

● 頁～ 頁
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図表５－４－ 　雇用保険制度の概要

雇用保険

就 業 手 当
再 就 職 手 当
常用就職支度手当

基 本 手 当

技 能 習 得 手 当

寄 宿 手 当

傷 病 手 当

高年齢求職者給付金

特 例 一 時 金

日雇労働求職者給付金

就 業 促 進 手 当

移 転 費

広 域 就 職 活 動 費

教 育 訓 練 給 付 金

高年齢雇用継続給付

雇 用 安 定 事 業

能 力 開 発 事 業
育 児 休 業 給 付

介 護 休 業 給 付

一般被保険者に対する
求 職 者 給 付

高年齢者継続被保険者
に対する求職者給付

短期雇用特例被保険者
に対する求職者給付

日雇労働被保険者に
対する求職者給付

失 業 等 給 付

求職者給付

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

雇用保険二事業

受 講 手 当
通 所 手 当

出所：http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h2.html
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図表５－４－ 　主な失業等給付の概要

種類 要件 内容 期間

求職者
給付

基本手当

次の（ ）および（ ）のいずれにもあては
まる場合
（ ）ハローワークに来所し、求職の申
込みを行い、就職しようとする積極的
な意思があり、いつでも就職できる能
力があるにもかかわらず、本人やハロ
ーワークの努力によっても、職業に就
くことができない「失業の状態」にあ
ること
（ ）離職の日以前２年間に、賃金支払
いの基礎となった日数が 日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して
カ月以上あること。ただし、特定受

給資格者（倒産・解雇などにより時間
的余裕なく離職を余儀なくされた者
等）については、離職の日以前１年間
に、賃金支払いの基礎となった日数が
日以上ある雇用していた月が通算し

て６カ月以上ある場合も可

原則として離職した日の直
前の６カ月に毎月きまって
支払われた賃金の合計を
で割って算出した金額

のおよそ ～ ％

受給資格に係る離
職の日における年
齢、雇用保険の被
保険者であった
期間および離職の
理由などによって
決定され、 日～
日の間でそれ

ぞれ決められる

就職促
進給付

就業促進
手当

再就職手当

基本手当の受給資格がある者が、安定
した職業に就いた場合に基本手当の支
給残日数が所定給付日数の３分の１以
上、かつ 日以上あり、一定の要件に
該当する場合

所定給付日数の支給残日数
× ％×基本手当日額（一
定の上限あり）

一時金

就業手当

基本手当の受給資格がある者が、再就
職手当の支給対象とならない常用雇用
等以外の形態で就業した場合に基本手
当の支給残日数が所定給付日数の３分
の１以上、かつ 日以上あり、一定の
要件に該当する場合

就業日× ％×基本手当日
額（一定の上限あり）

一時金

教育訓
練給付

教育訓練給付金

受講開始日現在で雇用保険の被保険者
であった期間が３年以上（初めて支給
を受けようとする者については、当分
の間、１年以上）あることなど一定の
要件を満たす者が厚生労働大臣の指定
する教育訓練を受講し修了した場合

教育訓練経費の %に相当
する額。ただし、その額が
万円を超える場合は 万
円とし、 千円を超えない
場合は支給されない

一時金

雇用継
続給付

高年齢雇用
継続給付

高年齢雇用
継続基本給
付金

雇用保険の被保険者であった期間が５
年以上で、 歳到達後も継続して雇用
され、 歳以後の各月に支払われる賃
金が原則として 歳到達時点の賃金月
額の ％未満である場合

歳以上 歳未満の各月の
賃金が 歳時点の賃金の
％以下に低下した場合は、
各月の賃金の ％相当額と
なり、 歳時点の賃金の
％超 ％未満に低下した場
合は、その低下率に応じ
て、各月の賃金の ％相当
額未満の額

被保険者が 歳に
達した月から 歳
に達する月まで

高年齢再就
職給付金

求職者給付の基本手当を受給している
者が、 歳以後に再就職して、再就職
後の各月に支払われる賃金が当該基本
手当の基準となった賃金日額を 倍し
た額の ％未満となった場合で、一定
の要件を満たした場合

歳以上 歳未満の各月の
賃金が前職の離職前６カ月
間の平均賃金の ％以下に
低下した場合は、各月の賃
金の ％相当額となり、前
職の離職前６カ月間の平均
賃金の ％超 ％未満に低
下した場合は、その低下率
に応じて、各月の賃金の
％相当額未満の額

歳以後の就職し
た日の属する月か
ら、１年または２
年（基本手当の支
給残日数による）
を経過する日の属
する月まで（ただ
し 歳に達する月
が限度） 
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図表５－４－ 　基本手当の所定給付日数

（※）上記の要件等は概要であるため、詳しくはハローワークインターネットサービス等を参照されたい。

育児休業
給付

育児休業基
本給付金

雇用保険の被保険者が１歳（支給対象
期間の延長に該当する場合は１歳６カ
月）未満の子を養育するために育児休
業を取得した場合に、休業開始前の２
年間に賃金支払基礎日数 日以上ある
月が カ月以上ある上で、以下の要件
を満たす場合
（ ）育児休業期間中の各１カ月ごと
に、休業開始前の１カ月当たりの賃金
の８割以上の賃金が支払われていない
こと
（ ）休業している日数が各支給対象期
間ごとに 日以上あること

支給対象期間（１カ月）当
たり、原則として休業開始
時賃金日額×支給日数の
％相当額

子が１歳（支給対
象期間の延長に該
当する場合は 歳
６カ月）に達する
日まで

育児休業者
職場復帰給
付金

育児休業終了後引き続いて６カ月間雇
用された場合

職場復帰後にまとめて、休
業開始時賃金日額×育児休
業基本給付金が支給された
支給対象期間の支給日数の
合計日数の ％相当額

一時金

介護休業給付

雇用保険の被保険者が家族を介護する
ための休業をした場合に介護休業開
始日前 年間に、賃金支払基礎日数が
日以上ある月が カ月以上あるうえ

で、以下の要件を満たす場合
( )介護休業期間中の各１カ月ごとに
休業開始前の１カ月当たりの賃金の８
割以上の賃金が支払われていないこと
( )休業している日数が各支給対象期
間ごとに 日以上あること

支給対象期間（１カ月）当
たり、原則として休業開始
時賃金日額×支給日数×
％

一定の要件を満た
す介護休業につい
て、支給対象とな
る家族の同一要介
護につき 回の介
護休業期間（ただ
し、介護休業開始
日から最長３カ月
間）

被保険者であった
期間

区分
１年未満

１年以上
５年未満

５年以上
年未満

年以上
年未満

年以上

歳未満

日

日 日 日 ―

歳以上 歳未満
日 日

日 日

歳以上 歳未満 日 日

歳以上 歳未満 日 日 日 日

歳以上 歳未満 日 日 日 日

１　倒産・解雇等による離職者（３を除く）

被保険者であった
期間

区分
１年未満

１年以上
５年未満

５年以上
年未満

年以上
年未満

年以上

全年齢 日 日 日

２　倒産解雇等以外の事由による離職者（３を除く）
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被保険者であった
期間

区分
１年未満

１年以上
５年未満

５年以上
年未満

年以上
年未満

年以上

歳未満
日

日

歳以上 歳未満 日

３　就職困難者

出所：http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html


